
 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事業は、少子化の要因のひとつである晩婚化や未婚に対する取組み及び、農漁業や商工業の後継

者不足解消等に対する取組みとして、結婚を希望する男女の出会いの創出やスキルアップ等が期待され

るイベント等に対し、事業費の一部を補助するものです。 

 

 

 

（１）異性とのコミュニケーション能力の向上に資する事業 

（２）男女の健全な出会いの場を創出する事業 

（３）結婚へのきっかけづくりを支援する事業 

 

≪対象事業の条件≫ 

○ 参加者は、20歳以上の独身男女であること 

○ 参加者の総数は８人以上で、参加者全体の３分の１以上が市内在住又は市内在勤者であるこ

と 

○ 参加者から参加料を徴収する場合は、事業の趣旨を踏まえ適正な額を設定すること 

○ 市内で事業を実施すること 

○ 補助を申請する年度の 3月 31日までに事業を完了すること 

 

≪対象とならない事業≫ 

○ 市の他の補助を受けている事業または補助対象事業 

○ 他の団体を補助する事業 

○ 事業効果が特定の個人または団体のみに利益を受ける事業 

○ 宗教および政治活動を目的とする事業 

○ 公序良俗に反する内容 

○ 営利のみを目的とする事業 

 

 

 

市内に活動の拠点、事務所、店舗等を有する団体。ただし次のいずれかに該当するものは除く 

（１） 営利を目的とした結婚支援事業を営むもの 

（２） 政治活動や宗教上の教義を広める活動を主たる目的とするもの 

（３） 公序良俗に反する活動を行うもの 

（４） 暴力団員又は社会的に非難される関係を有する者を含む団体 

 

 

 

補助金の額は、補助対象経費から参加料等（補助対象外経費への充当を除く）を差し引いた額又は、

１５万円のいずれか少ない額とする。（上限額 1５万円、千円未満切り捨て） 

  

※毎年度予算の範囲内で補助します。 

 

補助対象事業 

補助対象団体 

出会い・結婚サポート事業補助金 

補助金額 

事業目的 



 

 

 

≪対象となる経費≫ 

 ・当該事業に係る経費とします。 

○ 報酬等（講師・専門家・出演者等への報酬・謝金） 

○ 消耗品（文具、その他消耗品） 

○ 印刷費（資料、チラシ等の印刷代） 

○ 通信運搬費（切手、はがき等郵便料） 

○ 借上料（会場借上料、器具・機材等レンタル料等） 

○ 保険料（損害保険料） 

○ 手数料（振込手数料、クリーニング代等） 

○ 参加者に係る飲食費（1人あたり 2千円を上限とし、2分の 1に相当する額） 

○ その他事業の実施に必要な経費で、市長が特に必要と認める経費 

 

≪対象とならない経費≫ 

○ 団体の経常的な運営維持管理経費 

○ 団体構成員に対する人件費、謝礼、飲食費、交通費及び宿泊費 

○ 備品、その他事業と直接関係のない経費及び、補助することが適当でないと認める経費 

 

 

 

≪補助申請時≫ 

以下の申請書類をご提出ください。 

（１）交付申請書（様式 1号） 

（２）事業計画書（別紙 1） 

（３）事業収支予算書（別紙 2） 

（４）申請団体調書（別紙 3） 

 ※その他、団体名簿、開催要領、チラシ等あれば提出ください。 

 

 ≪事業終了時≫ 

事業終了後、速やかに以下の報告書類をご提出ください。 

（５）実績報告書（様式 7号） 

（６）事業報告書（別紙 4） 

（７）事業収支決算書（別紙 5） 

（８）事業に要した費用の領収書の写し 

（９）消費税仕入控除税額等報告書（様式第９号） 

※その他、開催概要、チラシ等あれば提出ください。 

※事業内容の変更や中止となった場合は、速やかに市へご連絡ください。 

 

 ≪補助金請求時≫ 

 補助金額が確定（決定）したら、請求書をご提出ください。 

 （１０）請求書（様式第 10号） 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象経費 

提出書類 



 

 

 

 

 

 

 

 （１）～（４）の提出書類について、「公益性」、「必要性」、「事業費の妥当性」、「事業の実現

性」等の審査基準に基づき審査を行います。 

 ※補助事業の決定者は、おおむね 2団体を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①補助申請・審査 ②事業実施 ③実績報告 ④補助金請求 

申請団体 
提出書類（１）～（４）

を市へ提出 

事業計画書に基づ

き、事業を実施 

提出書類（５）～（８）

を市へ提出 

提出書類（９）を

市へ提出 

みやま市 
提出書類を審査し、結果

を通知 

事業の相談 

広報支援など 

提出書類を確認し、 

補助金額を確定 
補助金を交付 

❖問い合わせ・提出先❖ 
みやま市 企画部 企画振興課 企画・地方創生係 

TEL  0944-64-1504 FAX 0944-64-1507 
Mail  kikaku@city.miyama.lg.jp 

申請の流れ 

審査について 

↓↓裏面のQ＆Aをご確認ください↓↓ 



  出会い結婚サポート事業補助金 Ｑ＆Ａ   

                 

Ｑ１ 活動実績はあるのですが、団体の規約等はありません。申請はできるのでしょうか？     

Ａ 申請可能です。市内に活動の拠点、事務所、店舗等を有する方・団体は申請することができます。 

 

Ｑ２ 従業員のために、婚活セミナーやイベントを開催したいのですが、対象になりますか？     

Ａ 対象となります。ただし、従業員以外の方も参加できるように広く呼びかけを行ってください。 

 

Ｑ３ 参加費を徴収するなど、有料で行う事業は対象となりますか？           

Ａ 

対象となります。ただし、補助対象事業によって得た収入と補助金交付決定額の合計が補助対象経費

を上回る場合は、その超過分を補助金交付決定額から減額します。なお、専ら利益のみを目的とした

事業は補助の対象となりません。 

 

Ｑ４ 準備のために、補助金の申請前に支出した経費は対象となりますか？         

Ａ 
対象となりません。対象となる経費は、補助の申請を経て、補助金交付決定後に係る経費が対象となり

ます。（支出を伴う準備を始める前に申請を行ってください。） 

 

Ｑ５ 飲食店を経営しています。経営する店舗で婚活イベントを開催する場合、対象となりますか？   

Ａ 

対象になります。ただし、主催側の飲食費・人件費等に係る費用は対象となりません。告知のチラシや

マッチングカードの印刷費等は対象となります。なお、参加者の飲食費は 1人2千円を上限とし、2分の

1に相当する額を補助対象経費とすることができます。 

 

Ｑ６ 来年度以降も継続していく事業は申請できますか？また、来年度も補助対象となりますか。   

Ａ 
補助の対象となります。ただし、継続事業であっても申請や審査が必要となります。なお、補助制度の

見直しや予算額が減少する場合がありますので、来年以降の補助を確約するものではありません。 

 

Ｑ７ 備品でパソコンを購入することはできますか？                 

Ａ 
事業実施に直接必要な備品が対象となりますので、パソコンのような事務的な備品は対象となりませ

ん。 

 

Ｑ８ 審査とはどのようなものですか？                     

Ａ 
申請された提出書類に基づき、書類審査を行います。審査基準として「公益性」「必要性」「事業費の

妥当性」「事業の実現性」などを考慮して審査を行います。 

 

Ｑ９ 補助金はいつ支払われますか。                     

Ａ 
原則的には事業が完了し、実績報告書の提出後となります。しかし、事業の円滑な遂行のために必要

であると判断される場合は、交付決定額を事業完了前に請求することができます。 

 

 


